
�愛媛県告示第１７８号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画公園の変

更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１８１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県宇和島保健所及

び宇和島市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 救急病院の協力申出……………………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）……９９

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧……………………………………………………………………………………………………………（都市計画課）……９９

○ 道路の区域変更（県道伊予松山港線）………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）……９９

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………………………（南予地方局環境保全課）……９９

○ 道路の区域変更（県道滑床松野線）…………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…１０１

○ 道路の区域変更（県道美砂子郡線）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０１

○ 道路の区域変更（県道大洲長浜線）………………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…１０２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０２

○ 道路の区域変更（県道長浜保内線）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０２

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…１０２

公 告

○ 電子計算機の借入れ……………………………………………………………………………………………………………………………………（情報政策課）…１０２

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

告 示

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

宇和島社会保険
病院

宇和島市賀古町二丁目１
番３７号

社団法人全国社
会保険協会連合
会

平成２８年
２月２９日
まで

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 伊予松山港線
松山市南吉田町４１番地２地先から

同町５０８番地４まで

旧 ７．９～５１．２ ０．４００

新 ７．９～６０．１ ０．４００

毎週（火・金）曜日発行 第２４５０号 平成２５年３月５日

平成２５年３月５日火曜日 第２４５０号
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愛媛県宇和島保健所長 冨 田 直 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

宇和島市

愛媛県宇和島市曙町１番地

宇和島市長 石橋 寛久

２ 事業場の名称及び所在地

宇和島市中央学校給食センター

愛媛県宇和島市保田乙６４７－１、６３８－２

３ 特定施設に関する事項

４ 汚水等の処理施設に関する事項

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第６６の４号 共同調理
場に設置されるちゅう房施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５，０００食

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成２５年４月１日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２６年４月１日

特定施設の使用時間間隔 連続使用（９時～１７時）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３１１

最大 ３９３

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６３２

最大 ７６４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １７４

最大 ２５４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３２

最大 ４８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５
最大 ７

大腸菌群数
（単位 １
立方センチ
メートルに
つき個数）

通常 ３，０００以上

最大 ３，０００以上

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（動植物油
脂類含有量）
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１７

最大 １４２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９０

最大 １１０

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 平成２５年４月１日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 平成２６年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 平成２６年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 給食排水処理

処 理 施 設 の 型 式 ―

処 理 施 設 の 構 造 ＲＣ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦６．０メートル 横２５．８５メートル
高さ４．９５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１１０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 生ごみ専用ディスポーザー排水処理＋流
動床＋硝化液循環活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３１１

最大 ３９３

通常 １６

最大 ２０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６３２

最大 ７６４

通常 １６

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １７４

最大 ２５４

通常 １６

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３２

最大 ４８

通常 １２

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ７

通常 １

最大 ２

大腸菌群数
（単位 １
立方センチ
メートルに
つき個数）

通常 ３，０００以上

最大 ３，０００以上

通常 ２，０００以下

最大 ２，５００以下

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（動植物油
脂類含有量）
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １１７

最大 １４２

通常 ２４

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９０

最大 １１０

通常 ９０

最大 １１０

愛 媛 県 報平成２５年３月５日 第２４５０号

１００



�愛媛県告示第１８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

汚水等の汚

染状態の値

項 目

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １６

最大 ２０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２

最大 １５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

大腸菌群数
（単位 １
立方センチ
メートルに
つき個数）

通常 ２，０００以下

最大 ２，５００以下

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（動植物油
脂類含有量）
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９４

最大 １１５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 滑床松野線
北宇和郡松野町大字目黒７１９番から

同大字６３７番１まで

旧 ６．７～１２．４ ０．４９９

新 ７．８～１２．９ ０．４９９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美砂子郡線
宇和島市戸島２２２１番４から

同市戸島２４７０番４地先まで

旧 ３．０～２３．９ ０．６９０

新 ７．０～２７．５ ０．６９０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美砂子郡線
宇和島市戸島２２２１番４から

同市戸島２４７０番４地先まで
平成２５年３月５日
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�愛媛県告示第１８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２５年３月５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

電子計算機の借入れ

� 借入物品名及び数量

汎用コンピュータ等一式

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲１番３地先から

同町上老松甲７０８番４まで

旧 ７．０～１０．９ ０．６５５

新 ７．５～１１．８ ０．６３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜町上老松甲１番３地先から

同町上老松甲７０８番４まで
平成２５年３月５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町上老松甲６８２番５から

同町上老松甲６７４番４地先まで

旧 １１．９～１２．０ ０．０２１

新 ８．５～２１．７ ０．１００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜保内線
大洲市長浜町上老松甲６８２番５から

同町上老松甲６７４番４地先まで
平成２５年３月５日

公 告
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� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２６年１月１日から平成３０年１２月３１日まで

� 借入場所

愛媛県庁

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業事者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２３・２４・

２５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有す

ると認められた業者で、次の事項に該当するもの。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 借入物品に係る修理、点検及び保守の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合わせ先

愛媛県企画振興部地域振興局情報政策課システム運用グルー

プ

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１－２１１１ 内線 ２２７２

� 入札書の受領期限

平成２５年４月１５日（月）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２５年４月１５日（月）午後２時

愛媛県企画振興部地域振興局情報政策課システム設計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

� その他

ア この入札は、第３３１回愛媛県議会定例会の提出議案である

平成２５年度愛媛県一般会計予算（定第２号）の可決を条件に

実施する。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased：

Main-frame Computer etc．，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，１５ April ２０１３

� For further information，please contact：Systems

Operation Group，Information Technology Division，

Regional Development Subdepartment，Planning and

Development department，Ehime Prefectual Goverment，

４‐４‐２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０‐８５７０ Japan

TEL ０８９‐９４１‐２１１１ Ext ２２７２

平成２５年３月５日 発行

愛 媛 県 報平成２５年３月５日 第２４５０号

１０３


